
A.初診時・・・３，２４０円(税込)
※

B.再診時・・・２，１６０円(税込)
※ 平成２９年９月１日から再診の都度、ご負担して頂きます。

ただし、次の方は対象といたしません。

① 救急車で搬送され緊急性を有する方

② 公費負担医療の対象患者

③

④ 外来受診後そのまま入院となった方

⑤

⑥

『紹介状なしの初診』及び

『他院紹介後の自己都合等による再診』

のご負担について

　国が推進している病院(２００床以上)とそれ以外
の医療機関との機能分担と連携を図る観点から、
A.初診時、「紹介状」をお持ちにならずに受診され
た場合及び、B.再診時、当院医師から他の医療機関
への受診について、文書でご紹介を行ったにもかか
わらず、引き続き当院を受診された場合、通常の診
療費に加え、選定療養費をご負担いただきます。

「子ども医療費受給者証」をお持ちの方で、時間外受診の初診患者
さんについては、１，６２０円をご負担して頂きます。
初診時選定療養費については、平成２９年９月１日から２，１６０
円を３，２４０円へ改正。「子ども医療費受給者証」をお持ちの方
は１，０８０円を１，６２０円へ改正しています。

特定健診等により精密検査の指示があり、
検査結果を持参した方

労働災害、公務災害、交通事故、自費診療
の方

その他、当院の医師が直接受診する必要性
を特に認めた方



　ただし、次の方は対象といたしません。

①

② 救急車で来院された方

③ 入院治療が必要となった方

④ 当院の医師が緊急性があると判断した方

運用開始日 平成２９年９月１日～

時間外選定療養費 ２，７００円(税込)

※　対象診療科　全診療科（年齢は関係ありません）

救急外来を受診するため紹介状（診療情報
提供書含む）を持参された方、もしくは紹
介医から連絡をいただいた方

　　時間外とは、「土日祝日の全ての時間」及び
　　　　　　　　「平日の１７時１５分～翌朝８時３０分」

『時間外選定療養費』のご負担について

　当院は、２次救急医療機関として、２４時間体制
で救急患者の受け入れをしております。
　しかしながら、最近では緊急性の低い患者様の時
間外救急受診が増加し、救急担当医を始めとする職
員の負担が増大し、救急医療に支障を来していま
す。
　そこで、救急医療の機能向上を目的として、時間
外に患者様が受診された場合、通常の診療費に加え
て「時間外選定療養費」をご負担いただきます。
　上記の趣旨をご理解いただき、ご協力下さいます
ようお願いいたします。


